
新型コロナウイルス感染症の影響を受ける農林漁業者・食品関連事業者の皆様へ

農林水産省では、農林漁業者・食品関連事業者の皆様が利用しやすいよう、新型コロナウイル

ス感染症に対する支援策を、他省庁による支援策も含め取りまとめました。

内容変更があり次第、随時更新していきます。

どこよりも早く、簡単に探せる！

コロナ支援策の探し方

お問合せ 農林水産省 大臣官房地方課災害総合対策室 担当：影山、鳥海、大川

代表 03-3502-8111（内線5133） / 03-6744-2142 03-6744-7158TEL FAX

▋事業者毎に整理した支援策

1.農林漁業者

 野菜・花き・果樹・茶生産者

 肉用牛生産者

 酪農生産者

 その他畜産生産者等

 米生産者

 麦・豆類生産者

 林業・木材産業関係者

 漁業者・漁業者団体等・水産加工業者

2.外食関連事業者

 外食事業者

 食品製造事業者

 中間事業者

 流通事業者

 輸出事業者

3.その他

 研修機関

農林水産省 コロナ支援

https://www.maff.go.jp/j/saigai/n_coronavirus/support.html

▋事業目的別の農林水産省による支援策

▋他省庁による農林漁業者・食品関連事業者が活用可能な支援策
持続化給付金、雇用調整助成金、技能実習制度に対する雇用維持支援、地方創生臨時交付金 等

▋都道府県による支援策等

 ４７都道府県の休業要請等に関する主な支援策

 47都道府県の休業要請や時短要請等の内容

▋各地方農政局の連絡先
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